
水野武夫 略歴等の紹介

Ⅰ 略 歴

1941年11月�日 京都市に生れる。

1960年 京都府立鴨沂高等学校卒業

1960年 立命館大学法学部入学（特別奨学生）

1963年 国家公務員上級職試験甲種合格

1964年 立命館大学法学部卒業

1964年 大蔵事務官（国税庁徴収課訴訟係勤務）（1966年	月まで）

1966年 最高裁判所司法研修所司法修習生（20期、1968年	月まで）

1968年 弁護士登録（大阪弁護士会）（現在まで）

1984年 税理士登録（現在まで）

Ⅱ 大学における活動

1978年 立命館大学法学部非常勤講師〈公害環境法・税法〉（1999年�月まで）

1983年 神戸大学法学部非常勤講師〈税法〉（1984年�月まで）

1985年 神戸大学法学部非常勤講師〈税法〉（1986年�月まで）

1996年 大阪市立大学法学部非常勤講師〈環境法〉（1999年�月まで）

1999年 龍谷大学法学部教授〈税法・行政訴訟法〉（2006年�月まで）

2006年 立命館大学法学研究科教授〈行政法・税法〉（2007年�月まで）

2007年 立命館大学法科大学院教授〈行政法・税法〉（2012年�月まで）

2010年 静岡大学法務研究科非常勤講師〈行政訴訟論〉（2010年10月まで）

Ⅲ 主な弁護団・学会

四日市公害訴訟、大阪国際空港公害訴訟、甲子園浜埋立公害訴訟（副団長兼事務局

長）、石垣新空港公害訴訟、鞆の浦埋立処分差止訴訟（弁護団長）

Ⅳ その他社会における活動

2005年 財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員（2024年
月

まで）

2006年 財団法人大阪産業振興機構再生支援委員会委員長（2011年�月まで）

2006年 総務省・行政不服審査制度検討会委員（2007年�月まで）

2006年 大阪府公害審査会会長（2009年10月まで）

2009年 法務省・法制審議会委員（2011年�月まで）

2009年 財団法人大阪府文化振興財団（日本センチュリー交響楽団）理事長

（2011年�月まで）
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Ⅴ 著書、論文等

（著 書）

『新行政法辞典』園部逸夫・大森政輔編（分担執筆）、ぎょうせい、1999年

『弁護士業務にまつわる税法の落とし穴（新版）』大阪弁護士会・友新会編（共編著）、

清文社、2007年

『現代税法講義（
訂版）』北野弘久編（分担執筆）、法律文化社、2009年

『環境法入門（第	版）』吉村良一・藤原猛爾と共編（共編著）、法律文化社、2013年

（論文等）

「航空機騒音訴訟における法律的論点」（中井康之と共同執筆）公害と対策20巻�号、

1984年

「環境影響評価法違反を理由とする裁判」山村恒年先生古稀記念論集『環境法学の生成

と未来』信山社、1999年

「行政訴訟改革と税務訴訟」税法学551号、2004年

「贈与税と不動産所得の必要経費」共栄法律事務所編『法の理論と実務の交錯』法律文

化社、2018年
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